
平成２８年３月１日以降に契約する特定工事請負契約から適用する。

（単位：円）

職種 作業報酬下限額

特殊作業員 2,577

普通作業員 2,228

軽作業員 1,565

造園工 2,183

法面工 2,700

とび工 2,870

石 工 2,723

ブロック工 2,555

電 工 2,408

鉄筋工 2,723

鉄骨工 2,700

塗装工 2,960

溶接工（機械工） 3,252

運転手（特殊） 2,610

運転手（一般） 2,228

潜かん工 3,150

潜かん世話役 3,725

さく岩工 2,982

トンネル特殊工 2,970

トンネル作業員 2,555

トンネル世話役 3,365

橋りょう特殊工 3,128

橋りょう塗装工 3,275

橋りょう世話役 3,522

土木一般世話役 2,633

高級船員 3,072

普通船員 2,420

特定工事請負契約の作業報酬下限額



職種 作業報酬下限額

潜水士 4,220

潜水連絡員 2,870

潜水送気員 2,835

山林砂防工 2,835

軌道工 4,602

型わく工 2,723

大工 2,690

左官 2,825

配管工 2,217

はつり工 2,633

防水工 2,870

板金工 2,858

タイル工 2,385

サッシ工 2,645

内装工 2,937

ガラス工 2,610

建具工 2,555

ダクト工 2,205

保温工 2,318

建築ブロック工 2,465

設備機械工 2,352

交通誘導警備員Ａ 1,520

交通誘導警備員Ｂ 1,317

電気通信技術者 3,252

電気通信技術員 2,183

機械設備製作工 2,565

機械設備据付工 2,273


